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一 憲法
け ん ぽ う

みなさん、あたらしい憲法［日本国憲法］ができました。そうして昭和２２年［1947年］
けんぽう に ほんこくけんぽう しよう わ ねん ねん

５月３日から、私たち日本国民は、この憲法を守ってゆくことになりました［1946年（昭和
がつみつ か わたし に ほんこくみん けんぽう まも ねん しよう わ

21年）11月3日に公布（文化の日）、1947年（昭和22年）5月3日に施行（憲法記念日）］。こ
ねん がつ ひ こう ふ ぶん か ひ ねん しよう わ ねん がつ ひ し こう けんぽう き ねん び

のあたらしい憲法をこしらえるために、たくさんの人々が、たいへん苦心をなさいました。
けんぽう ひとびと く しん

ところでみなさんは、憲法というものはどんなものかごぞんじですか。じぶんの身にかか
けんぽう み

わりのないことのようにおもっている人はないでしょうか。もしそうならば、それは大き
ひと おお

なまちがいです。

国の仕事は、一日も休むことはできません。また、国を治めてゆく仕事のやりかたは、
くに し ごと いちにち やす くに おさ し ごと

はっきりときめておかなければなりません。そのためには、いろいろ規則がいるのです。
き そく

この規則はたくさんありますが、そのうちで、いちばん大事な規則が憲法です。
き そく だい じ き そく けんぽう

国をどういうふうに治め、国の仕事をどういうふうにやってゆくかということをきめた、
くに おさ くに し ごと

いちばん根本になっている規則が憲法です。もしみなさんの家の柱がなくなったとしたら
こんぽん き そく けんぽう いえ はしら

どうでしょう。家はたちまちたおれてしまうでしょう。いま国を家にたとえると、ちょう
いえ くに いえ

ど柱にあたるものが憲法です。もし憲法がなければ、国の中におおぜいの人がいても、ど
はしら けんぽう けんぽう くに なか ひと

うして国を治めてゆくかということがわかりません。それでどこの国でも、憲法をいちば
くに おさ くに けんぽう

ん大事な規則として、これをたいせつに守ってゆくのです。国でいちばん大事な規則は、
だい じ き そく まも くに だい じ き そく

いいかえれば、いちばん高い位にある規則ですから、これを国の「最高法規」というので
たか くらい き そく くに さいこうほう き

す。

ところがこの憲法には、いまおはなししたように、国の仕事のやりかたのほかに、もう一
けんぽう くに し ごと ひと

つ大事なことが書いてあるのです。それは国民の権利のことです。この権利のことは、あ
だい じ か こくみん けん り けん り

とでくわしくおはなししますから、ここではただ、なぜそれが、国の仕事のやりかたをき
くに し ごと

めた規則と同じように大事であるか、ということだけをおはなししておきましょう。
き そく おな だい じ

みなさんは日本国民のうちのひとりです。国民のひとりひとりが、かしこくなり、強く
に ほんこくみん こくみん つよ

ならなければ、国民ぜんたいがかしこく、また、強くなれません。国の力のもとは、ひと
こくみん つよ くに ちから

りひとりの国民にあります。そこで国は、この国民のひとりひとりの力をはっきりとみと
こくみん くに こくみん ちから

めて、しっかりと守ってゆくのです。そのために、国民のひとりひとりに、いろいろ大事
まも こくみん だい じ

な権利があることを、憲法できめているのです。この国民の大事な権利のことを「基本的
けん り けんぽう こくみん だい じ けん り き ほんてき

人権」というのです。これも憲法の中に書いてあるのです。
じんけん けんぽう なか か

そこでもういちど、憲法とはどういうものであるかということを申しておきます。憲法
けんぽう もう けんぽう

とは、国でいちばん大事な規則、すなわち「最高法規」というもので、その中には、だい
くに だい じ き そく さいこうほう き なか

たい２つのことが記されています。その１つは、国の治めかた、国の仕事のやりかたをき
ふた しる ひと くに おさ くに し ごと

めた規則です。もう１つは、国民のいちばん大事な権利、すなわち「基本的人権」をきめ
き そく ひと こくみん だい じ けん り き ほんてきじんけん
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た規則です。このほかにまた憲法は、その必要により、いろいろのことをきめることがあ
き そく けんぽう ひつよう

ります。こんどの憲法にも、あとでおはなしするように、これからは戦争をけっしてしな
けんぽう せんそう

いという、たいせつなことがきめられています。

これまであった憲法［大日本帝国憲法］は、明治２２年にできたもの［1889年（明治22年）
けんぽう だいにつぽんていこくけんぽう めい じ ねん ねん めい じ ねん

2月11日に公布、1890年（明治23年）11月29日に施行］で、これは明治天皇がおつくりにな
がつ ひ こう ふ ねん めい じ ねん がつ ひ し こう めい じ てんのう

って、国民にあたえられたものです［欽定憲法］。しかし、こんどのあたらしい憲法（日
こくみん きんていけんぽう けんぽう に

本国憲法）は、日本国民がじぶんでつくったもので、日本国民ぜんたいの意見で、自由に
ほんこくけんぽう に ほんこくみん に ほんこくみん い けん じ ゆう

つくられたものであります（民定憲法）。この国民ぜんたいの意見を知るために、昭和２１
みんていけんぽう こくみん い けん し しよう わ

年（1946年）４月１０日に総選挙が行われ、あたらしい国民の代表がえらばれて、その人々
ねん ねん がつ と お か そうせんきよ おこな こくみん だいひよう ひとびと

がこの憲法をつくったのです。それで、あたらしい憲法は、国民ぜんたいでつくったとい
けんぽう けんぽう こくみん

うことになるのです。

みなさんも日本国民のひとりです。そうすれば、この憲法は、みなさんのつくったもの
に ほんこくみん けんぽう

です。みなさんは、じぶんでつくったものを、大事になさるでしょう。こんどの憲法は、
だい じ けんぽう

みなさんをふくめた国民ぜんたいのつくったものであり、国でいちばん大事な規則である
こくみん くに だい じ き そく

とするならば、みなさんは、国民のひとりとして、しっかりとこの憲法を守ってゆかなけ
こくみん けんぽう まも

ればなりません。そのためには、まずこの憲法に、どういうことが書いてあるかを、はっ
けんぽう か

きりと知らなければなりません。
し

みなさんが、何かゲームのために規則のようなものをきめるときに、みんないっしょに書
なに き そく か

いてしまっては、わかりにくいでしょう。国の規則もそれと同じで、１つ１つ事柄にした
くに き そく おな ひ と ひと ことがら

がって分けて書き、それに番号をつけて、第何条、第何条というように順 々に記します。
わ か ばんごう だいなんじよう だいなんじよう じゆんじゆん しる

こんどの憲法は、第１条から第１０３条まであります。そうしてそのほかに、前書が、い
けんぽう だいいちじよう だいひやくさんじよう まえがき

ちばんはじめにつけてあります。これを「前文」といいます。
ぜんぶん

この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の
ぜんぶん けんぽう かんが けんぽう

規則ができているかということなどが記されています。この前文というものは、２つのは
き そく ぜんぶん ふた

たらきをするのです。その１つは、みなさんが
ひと

憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、
けんぽう い み し

手びきになることです。つまりこんどの憲法は、
て けんぽう

この前文に記されたような考えからできたもの
ぜんぶん しる かんが

ですから、前文にある考えと、ちがったふうに
ぜんぶん かんが

考えてはならないということです。もう１つの
かんが ひと

はたらきは、これからさき、この憲法をかえる
けんぽう

ときに、この前文に記された考え方と、ちがう
ぜんぶん しる かんが かた

ようなかえかたをしてはならないということで

す。



- 4 -

それなら、この前文の考えというのはなんでしょう。いちばん大事な考えが３つありま
ぜんぶん かんが だい じ かんが みつ

す。それは、「民主主義」と「国際平和主義」と「主権在民主義」です。「主義」という言葉
みんしゆしゆ ぎ こくさいへい わ しゆ ぎ しゆけんざいみんしゆ ぎ しゆ ぎ こと ば

をつかうと、なんだかむずかしくきこえますけれども、少しもむずかしく考えることはあ
すこ かんが

りません。主義というのは、正しいと思う、もののやりかたのことです。それでみなさん
しゆ ぎ ただ おも

は、この３つのことを知らなければなりません。まず「民主主義」からおはなししましょ
みつ し みんしゆしゆ ぎ

う。

【日本国憲法の三原則】
に ほんこくけんぽう さんげんそく

国民主権、基本的人権の尊重、平和主義
こくみんしゆけん き ほんてきじんけん そんちよう へい わ しゆ ぎ

【国民の三大義務】
こくみん さんだい ぎ む

普通教育を受けさせる義務（第２６条第２項）
ふ つうきよういく う ぎ む

勤労の義務（第２７条第１項）
きんろう ぎ む

納税の義務（第３０条）
のうぜい ぎ む

二 民主主義とは
み ん し ゆ し ゆ ぎ

こんどの憲法の根本となっている考えの第１は民主主義です。ところで民主主義とは、
けんぽう こんぽん かんが だいいち みんしゆしゆ ぎ みんしゆしゆ ぎ

いったいどういうことでしょう。みなさんはこのことばを、ほうぼうできいたでしょう。

これがあたらしい憲法の根本になっているものとすれば、みなさんは、はっきりとこれを知
けんぽう こんぽん し

っておかなければなりません。しかも正しく知っておかなければなりません。
ただ し

みなさんがおおぜいあつまって、いっしょに何かするときのことを考えてごらんなさい。
なに

だれの意見で物事をきめますか。もしもみんなの意見が同じなら、もんだいはありません。
い けん ものごと い けん おな

もし意見が分かれたときは、どうしますか。ひとりの意見できめますか。２人の意見でき
い けん わ い けん ふ たり い けん

めますか。それともおおぜいの意見できめますか。どれがよいでしょう。ひとりの意見が、正
い けん い けん ただ

しくすぐれていて、おおぜいの意見がまちがっておとっていることもあります。しかし、
い けん

そのはんたいのことがもっと多いでしょう。そこで、まずみんなが十分にじぶんの考えを
おお じゆうぶん かんが

はなしあったあとで、おおぜいの意見で物事をきめてゆくのが、いちばんまちがいがない
い けん ものごと

ということになります。そうして、あとの人は、このおおぜいの人の意見に、すなおにし
ひと ひと い けん

たがってゆくのがよいのです。このなるべくおおぜいの人の意見で、物事をきめてゆくこ
ひと い けん ものごと

とが、民主主義のやりかたです。
みんしゆしゆ ぎ

国を治めてゆくのもこれと同じです。わずかの人の意見で国を治めてゆくのは、よくな
くに おさ おな ひと い けん くに おさ

いのです。国民ぜんたいの意見で、国を治めてゆくのがいちばんよいのです。つまり国民
こくみん い けん くに おさ こくみん

ぜんたいが、国を治めてゆくゆくこれが民主主義の治めかたです。
くに おさ みんしゆしゆ ぎ おさ

しかし国は、みなさんの学級とはちがいます。国民ぜんたいが、ひとところにあつまっ
くに がつきゆう こくみん

て、そうだんすることはできません。ひとりひとりの意見をきいてまわることもできませ
い けん
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ん。そこで、みんなの代わりになって、国の仕事のやりかたをきめるものがなければなり
か

ません。それが国会です。国民が、国会の議員を選挙するのは、じぶんの代わりになって、国
こつかい こくみん こつかい ぎ いん せんきよ か くに

を治めてゆく者をえらぶのです。だから国会では、なんでも、国民の代わりである議員の
おさ もの こつかい こくみん か ぎ いん

おおぜいの意見で物事をきめます。そうしてほかの議員は、これにしたがいます。これが
い けん ものごと ぎ いん

国民ぜんたいの意見で物事をきめたことになるのです。これが民主主義です。ですから、
こくみん い けん ものごと みんしゆしゆ ぎ

民主主義とは、国民ぜんたいで、国を治めてゆくことです。みんなの意見で物事をきめて
みんしゆしゆ ぎ こくみん くに おさ い けん ものごと

ゆくのが、いちばんまちがいがすくないのです。だから民主主義で国を治めてゆけば、み
みんしゆしゆ ぎ くに おさ

なさんは幸福になり、また国もさかえてゆくでしょう。
こうふく くに

国は大きいので、このように国の仕事を国会の議員にまかせてきめてゆきますから、国会
くに おお くに し ごと こつかい ぎ いん こつかい

は国民の代わりになるものです。この「代わりになる」ということを「代表」といいます。
こくみん か か だいひよう

まえに申しましたように、民主主義は、国民ぜんたいで国を治めてゆくことですが、国会
もう みんしゆしゆ ぎ こくみん くに おさ こつかい

が国民ぜんたいを代表して、国のことをきめてゆきますから、これを「代表制民主主義
こくみん だいひよう くに だいひようせいみんしゆしゆ ぎ

［議会制民主主義・間接民主制］」のやりかたといいます。
ぎ かいせいみんしゆしゆ ぎ かんせつみんしゆせい

しかしいちばん大事なことは、国会にまかせておかないで、国民が、じぶんで意見をき
だい じ こつかい こくみん い けん

めることがあります。こんどの憲法でも、たとえばこの憲法をかえるときは、国会だけで
けんぽう けんぽう こつかい

きめないで、国民ひとりひとりが、賛成か反対かを投票してきめることになっています。
こくみん さんせい はんたい とうひよう

このときは、国民が直接に国のことをきめますから、これを「直接民主主義［直接民主
こくみん ちよくせつ くに ちよくせつみんしゆしゆ ぎ ちよくせつみんしゆ

制］」のやりかたといいます。あたらしい憲法は、代表制民主主義と直接民主主義と、２
せい けんぽう だいひようせいみんしゆしゆ ぎ ちよくせつみんしゆしゆ ぎ ふた

つのやりかたで国を治めてゆくことにしていますが、代表制民主主義のやりかたのほう
くに おさ だいひようせいみんしゆしゆ ぎ

が、おもになっていて、直接民主主義のやりかたは、いちばん大事なことにかぎられてい
ちよくせつみんしゆしゆ ぎ だい じ

るのです。だからこんどの憲法は、だいたい代表制民主主義のやりかたになっているとい
けんぽう だいひようせいみんしゆしゆ ぎ

ってもよいのです。

みなさんは日本国民のひとりです。しかしまだこどもです。国のことは、みなさんが
に ほんこくみん くに

２０歳［現在は１８歳＜平成28年６月19日以後＞］になって、はじめてきめてゆくことが
は た ち げんざい じゆうはつさい

できるのです。国会の議員をえらぶのも、国のことについて投票するのも、みなさんが
こつかい ぎ いん くに とうひよう

２０歳［現在は１８歳］になってはじめてできることです。みなさんのおにいさんや、お
は た ち げんざい じゆうはつさい

ねえさんには、２０歳［現在は１８歳］以上の方もおいででしょう。そのおにいさんやお
は た ち げんざい じゆうはつさい い じよう かた

ねえさんが、選挙の投票にゆかれるのをみて、みなさんはどんな気がしましたか。いまの
せんきよ とうひよう き

うちに、よく勉強して、国を治めることや、憲法のことなどを、よく知っておいてくださ
べんきよう くに おさ けんぽう し

い。もうすぐみなさんも、おにいさんやおねえさんといっしょに、国のことを、じぶんで
くに

きめてゆくことができるのです。みなさんの考えとはたらきで国が治まってゆくのです。
かんが くに おさ

みんながなかよく、じぶんで、じぶんの国のことをやってゆくくらい、たのしいことはあ
くに

りません。これが民主主義というものです。
みんしゆしゆ ぎ
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【民主主義とは？】
みんしゆしゆ ぎ

みんなの意思を尊重（個人の尊重）し、みんなで話し合い、決定するやり方。
い し そんちよう こ じん そんちよう はな あ けつてい かた

＊多数決の原理：多数の意見に従うこと。
た すうけつ げん り た すう い けん したが

＊少数意見の尊重：民主政治においては、最終的意思決定を多数決によらざるをえな
しようすう い けん そんちよう みんしゆせい じ さいしゆうてき い し けつてい た すうけつ

いが、討議の過程においては少数意見であっても尊重し、合意を
とう ぎ か てい しようすう い けん そんちよう ごう い

形成する努力が払われなければならないということ。
けいせい ど りよく はら

＊少数意見：多数決によって議決を行った場合、これに反対する少数派の意見のこと。
しようすう い けん た すうけつ ぎ けつ おこな ば あい はんたい しようすう は い けん

＊直接民主制：全員が政治に参加し、決定する制度。
ちよくせつみんしゆせい ぜんいん せい じ さん か けつてい せい ど

古代ギリシャのアテネ→市民による民会が最高決定機関。
こ だい し みん みんかい さいこうけつてい き かん

日本→憲法改正の国民投票、最高裁判所裁判官の国民審査など
に ほん けんぽうかいせい こくみんとうひよう さいこうさいばんしよさいばんかん こくみんしん さ

地方自治での各種の直接請求制度。
ち ほう じ ち かくしゆ ちよくせつせいきゆうせい ど

＊間接民主制：国民が代表者を選んで、その代表者によって、議会を構成して政治を行
かんせつみんしゆせい こくみん だいひようしや えら だいひようしや ぎ かい こうせい せい じ おこな

う制度（代表民主制）。
せい ど だいひようみんしゆせい

憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて
けんぽうぜんぶん に ほんこくみん せいとう せんきよ こつかい だいひようしや つう

行動し…」
こうどう

三 国際平和主義
こ く さ い へ い わ し ゆ ぎ

国の中で、国民ぜんたいで、物事をきめてゆくこ
くに なか こくみん ものごと

とを、民主主義といいましたが、国民の意見は、人
みんしゆしゆ ぎ こくみん い けん ひと

によってずいぶんちがっています。しかし、おおぜ

いのほうの意見に、すなおにしたがってゆき、また
い けん

そのおおぜいのほうも、すくないほうの意見をよく
い けん

きいてじぶんの意見をきめ、みんなが、なかよく国
い けん くに

の仕事をやってゆくのでなければ、民主主義のやり
し ごと みんしゆしゆ ぎ

かた［多数決の原理と少数意見の尊重］は、なり
た すうけつ げん り しようすう い けん そんちよう

たたないのです。

これは、１つの国について申しましたが、国と国との間のことも同じことです。じぶん
ひと くに もう くに くに あいだ おな

の国のことばかりを考え、じぶんの国のためばかりを考えて、ほかの国の立場を考えな
くに かんが くに かんが くに たち ば かんが

いでは、世界中の国が、なかよくしてゆくことはできません。世界中の国が、いくさをし
せ かいじゆう くに せ かいじゆう くに

ないで、なかよくやってゆくことを、国際平和主義といいます。だから民主主義というこ
こくさいへい わ しゆ ぎ みんしゆしゆ ぎ

とは、この国際平和主義と、たいへんふかい関係があるのです。こんどの憲法で民主主義
こくさいへい わ しゆ ぎ かんけい けんぽう みんしゆしゆ ぎ

のやりかたをきめたからには、またほかの国にたいしても国際平和主義でやってゆくとい
くに こくさいへい わ しゆ ぎ

うことになるのは、あたりまえであります。この国際平和主義をわすれて、じぶんの国の
こくさいへい わ しゆ ぎ くに

ことばかり考えていたので、とうとう戦争をはじめてしまったのです。そこであたらしい
かんが せんそう
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憲法では、前文の中に、これからは、この国際平和主義でやってゆくということを、力強
けんぽう ぜんぶん なか こくさいへい わ しゆ ぎ ちからづよ

いことばで書いてあります。またこの考えが、あとでのべる戦争の放棄、すなわち、これ
か かんが せんそう ほう き

からは、いっさい、いくさはしないということをきめることになってゆくのであります。

四 主権在民主義
し ゆ け ん ざ い み ん し ゆ ぎ

みなさんがあつまって、だれがいちばんえらいかをきめてごらんなさい。いったい「い

ちばんえらい」というのは、どういうことでしょう。勉強のよくできることでしょうか。
べんきよう

それとも力の強いことでしょうか。いろいろきめかたがあってむずかしいことです。
ちから つよ

国では、だれが「いちばんえらい」といえるでしょう。もし国の仕事が、ひとりの考え
くに くに し ごと

できまるならば、そのひとりが、いちばんえらいといわなければなりません。もしおおぜ

いの考えできまるなら、そのおおぜいが、みないちばんえらいことになります。もし国民
かんが こくみん

ぜんたいの考えできまるならば、国民ぜんたいが、いちばんえらいのです。こんどの憲法
かんが こくみん けんぽう

は、民主主義の憲法ですから、国民ぜんたいの考えで国を治めてゆきます。そうすると、
みんしゆしゆ ぎ けんぽう こくみん かんが くに おさ

国民ぜんたいがいちばん、えらいといわなければなりません。
こくみん

国を治めてゆく力のことを「主権」といい
くに おさ ちから しゆけん

ますが、この力が国民ぜんたいにあれば、これ
こくみん

を「主権は国民にある［国民主権］」といいま
しゆけん こくみん こくみんしゆけん

す。こんどの憲法は、いま申しましたように、
けんぽう もう

民主主義を根本の考えとしていますから、主権
みんしゆしゆ ぎ こんぽん かんが しゆけん

は、とうぜん日本国民にあるわけです。そこで
に ほんこくみん

前文の中にも、また憲法の第１条にも、「主権
ぜんぶん なか けんぽう だいいちじよう しゆけん

が国民に存する」とはっきりかいてあるのです。
こくみん そん

主権が国民にあることを、「主権在民［国民主
しゆけん こくみん しゆけんざいみん こくみんしゆ

権］」といいます。あたらしい憲法は、主権在民
けん けんぽう しゆけんざいみん

［国民主権］という考えでできていますから、
こくみんしゆけん

主権在民主義の憲法であるということになるの
しゆけんざいみんしゆ ぎ けんぽう

です。

みなさんは、日本国民のひとりです。主権を
に ほんこくみん しゆけん

もっている日本国民のひとりです。しかし、主権
に ほんこくみん しゆけん

は日本国民ぜんたいにあるのです。ひとりひと
に ほんこくみん

りが、べつべつにもっているのではありません。ひとりひとりが、みなじぶんがいちばん

えらいと思って、勝手なことをしてもよいということでは、けっしてありません。それは
おも かつ て

民主主義にあわないことになります。みなさんは、主権をもっている日本国民のひとりで
みんしゆしゆ ぎ しゆけん に ほんこくみん

あるということに、ほこりをもつとともに、責任を感じなければなりません。よいこども
せきにん かん

であるとともに、よい国民でなければなりません。
こくみん
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五 天皇陛下
て ん の う へ い か

こんどの戦争［第二次世界大戦］で、天皇陛下は、たいへんごくろうをなさいました。
せんそう だい に じ せ かいたいせん てんのうへい か

なぜならば、古い憲法［大日本帝国憲法］では、天皇をお助けして国の仕事をした人々は、
ふる けんぽう だいにつぽんていこくけんぽう てんのう たす くに し ごと ひとびと

国民ぜんたいがえらんだものでなかったので、国民の考えとはなれて、とうとう戦争にな
こくみん こくみん かんが せんそう

ったからです。そこで、これからさき国を治めてゆくについて、二度とこのようなことの
くに おさ に ど

ないように、あたらしい憲法をこしらえるとき、たいへん苦心をいたしました。ですから、
けんぽう く しん

天皇は、憲法で定めたお仕事［国事行為］だけをされ、政治には関係されないことになり
てんのう けんぽう さだ し ごと こく じ こう い せい じ かんけい

ました。

憲法は、天皇陛下を「象 徴」としてゆく
けんぽう てんのうへい か しようちよう

ことにきめました。みなさんは、この象 徴
しようちよう

ということを、はっきり知らなければなりま
し

せん。日の丸の国旗を見れば、日本の国をお
ひ まる こつ き み に ほん くに

もいだすでしょう。国旗が国の代わりになっ
こつ き くに か

て、国をあらわすからです。みなさんの学校
くに がつこう

の記章を見れば、どこの学校の生徒かがわか
き しよう み がつこう せい と

るでしょう。記章が学校の代わりになって、
き しよう がつこう か

学校をあらわすからです。いまここに何か眼
がつこう なに め

に見えるものがあって、ほかの眼に見えない
み め み

ものの代わりになって、それをあらわすとき
か

に、これを「象 徴」ということばでいいあ
しようちよう

らわすのです。こんどの憲法の第１条は、天皇陛下を「日本国の象 徴」としているので
けんぽう だいいちじよう てんのうへい か に ほんこく しようちよう

す。つまり天皇陛下は、日本の国をあらわされるお方ということであります。
てんのうへい か に ほん くに かた

また憲法第１条は、天皇陛下を「日本国民統合の象 徴」であるとも書いてあるのです。
けんぽうだいいちじよう てんのうへい か に ほんこくみんとうごう しようちよう か

「統合」というのは「１つにまとまっている」ということです。つまり天皇陛下は、１つ
とうごう ひと てんのうへい か ひと

にまとまった日本国民の象 徴でいらっしゃいます。これは、私たち日本国民ぜんたいの
に ほんこくみん しようちよう わたし に ほんこくみん

中心としておいでになるお方ということなのです。それで天皇陛下は、日本国民ぜんたい
ちゆうしん かた てんのうへい か に ほんこくみん

をあらわされるのです。

このような地位に天皇陛下をお置き申したのは、日本国民ぜんたいの考えにあるので
ち い てんのうへい か お もう に ほんこくみん かんが

す。これからさき、国を治めてゆく仕事は、みな国民がじぶんでやってゆかなければなり
くに おさ し ごと こくみん

ません。天皇陛下は、けっして神様ではありません。国民と同じような人間でいらっしゃ
てんのうへい か かみさま こくみん おな にんげん

います。ラジオのほうそうもなさいました。小さな町のすみにもおいでになりました。で
ちい まち

すから私たちは、天皇陛下を私たちのまん中にしっかりとお置きして、国を治めてゆくに
わたし てんのうへい か わたし なか お くに おさ

ついてごくろうのないようにしなければなりません。これで憲法が天皇陛下を象 徴とした
けんぽう てんのうへい か しようちよう

意味がおわかりでしょう。
い み
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六 戦争の放棄
せ ん そ う ほ う き

みなさんの中には、こんどの戦争［第二次世界大戦］に、おとうさんやにいさんを送り
なか せんそう だい に じ せ かいたいせん おく

だされた人も多いでしょう。ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとうとうお
ひと おお

かえりにならなかったでしょうか。また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくされた人
いえ ひと ひと

も多いでしょう。いまやっと戦争はおわりました。二度とこんなおそろしい、かなしい思
おお せんそう に ど おも

いをしたくないと思いませんか。こんな戦争をして、日本の国はどんな利益があったでし
おも せんそう に ほん くに り えき

ょうか。何もありません。ただ、おそろしい、かなしいことが、たくさんおこっただけで
なに

はありませんか。戦争は人間をほろぼすことです。世の中のよいものをこわすことです。
せんそう にんげん

だから、こんどの戦争をしかけた国には、大きな責任があるといわなければなりません。
せんそう くに おお せきにん

このまえの世界戦争（第一次世界大戦）のあとでも、もう戦争は二度とやるまいと、多く
せ かいせんそう だいいち じ せ かいたいせん せんそう に ど おお

の国々ではいろいろ考えましたが、またこんな大戦争をおこしてしまったのは、まことに
くにぐに かんが だいせんそう

残念なことではありませんか。
ざんねん

そこでこんどの憲法では、日本の国が、けっ
けんぽう に ほん くに

して二度と戦争をしないように、２つのことを
に ど せんそう ふた

きめました。その１つは、兵隊も軍艦も飛行機
ひと へいたい ぐんかん ひ こう き

も、およそ戦争をするためのものは、いっさい
せんそう

もたないということです。これからさき日本に
に ほん

は、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力
りくぐん かいぐん くうぐん せんりよく

の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」
ほう き ほう き

ということです。しかしみなさんは、けっして心
こころ

ぼそく思うことはありません。日本は正しいこ
おも に ほん ただ

とを、ほかの国よりさきに行ったのです。世の中
くに い よ なか

に、正しいことぐらい強いものはありません。
ただ つよ

もう１つは、よその国と争いごとがおこった
ひと くに あらそ

とき、けっして戦争によって、相手をまかして、
せんそう あい て

じぶんのいいぶんをとおそうとしないというこ

とをきめたのです。おだやかにそうだんをして、

きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じ

ぶんの国をほろぼすようなはめになるからです。また、戦争とまでゆかずとも、国の力で、
くに せんそう くに ちから

相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戦争の放棄とい
あい て せんそう ほう き

うのです。そうしてよその国となかよくして、世界中の国が、よい友だちになってくれる
くに せ かいじゆう くに とも

ようにすれば、日本の国は、さかえてゆけるのです。
に ほん くに

みなさん、あのおそろしい戦争が、二度とおこらないように、また戦争を二度とおこさ
せんそう に ど せんそう に ど

ないようにいたしましょう。
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七 基本的人権
き ほ ん て き じ ん け ん

くうしゅうでやけたところへ行ってごらんなさい。やけただれた土から、もう草が青々
つち くさ あおあお

とはえています。みんな生き生きとしげっています。草でさえも、力強く生きてゆくので
い い くさ ちからづよ い

す。ましてやみなさんは人間です。生きてゆく力があるはずです。天からさずかったしぜ
にんげん い ちから てん

んの力があるのです。この力によって、人間が世の中に生きてゆくことを、だれもさまた
ちから にんげん よ なか い

げてはなりません。しかし人間は、草木とちがって、ただ生きてゆくというだけではなく、
にんげん くさ き い

人間らしい生活をしてゆかなければなりません。この人間らしい生活には、必要なものが２
にんげん せいかつ にんげん せいかつ ひつよう ふた

つあります。それは「自由」ということと、「平等」ということです。
じ ゆう びようどう

人間がこの世に生きてゆくからには、じぶ
にんげん よ い

んのすきな所に住み、じぶんのすきな所に
ところ す

行き、じぶんの思うことをいい、じぶんのす
おも

きな教えにしたがってゆけることなどが必要
おし ひつよう

です。これらのことが人間の自由であって、
にんげん じ ゆう

この自由は、けっして奪われてはなりません。
じ ゆう うば

また、国の力でこの自由を取りあげ、やた
くに ちから じ ゆう と

らに刑罰を加えたりしてはなりません。そこ
けいばつ くわ

で憲法は、この自由は、けっして侵すことの
けんぽう じ ゆう おか

できないものであることをきめているので

す。

またわれわれは、人間である以上はみな同
にんげん い じよう おな

じです。人間の上に、もっとえらい人間があ
にんげん うえ にんげん

るはずはなく、人間の下に、もっといやしい
にんげん した

人間があるわけはありません。男が女より
にんげん おとこ おんな

もすぐれ、女が男よりもおとっているとい
おんな おとこ

うこともありません。みな同じ人間であるならば、この世に生きてゆくのに、差別を受け
おな にんげん よ い さ べつ う

る理由はないのです。差別のないことを「平等」といいます。そこで憲法は、自由といっ
り ゆう さ べつ びようどう けんぽう じ ゆう

しょに、この平等ということをきめているのです。
びようどう

国の規則の上で、何かはっきりとできることがみとめられていることを、「権利」といい
くに き そく うえ なに けん り

ます。自由と平等とがはっきりみとめられ、これを侵されないとするならば、この自由と
じ ゆう びようどう おか じ ゆう

平等とは、みなさんの権利です。これを「自由権」というのです。しかもこれは人間のい
びようどう けん り じ ゆうけん にんげん

ちばん大事な権利です。このいちばん大事な人間の権利のことを「基本的人権」といいま
だい じ けん り だい じ にんげん けん り き ほんてきじんけん

す。あたらしい憲法は、この基本的人権を、侵すことのできない永久に与えられた権利と
けんぽう き ほんてきじんけん おか えいきゆう あた けん り

して記しているのです。これを基本的人権を「保障する」というのです。
しる き ほんてきじんけん ほ しよう

しかし基本的人権は、ここにいった自由権だけではありません。まだほかに２つありま
き ほんてきじんけん じ ゆうけん ふた
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す。自由権だけで、人間の国の中での生活がすむものではありません。たとえばみなさん
じ ゆうけん にんげん くに なか せいかつ

は、勉強をしてよい国民にならなければなりません。国はみなさんに勉強をさせるように
べんきよう こくみん くに べんきよう

しなければなりません。そこでみなさんは、教育を受ける権利を憲法で与えられているの
きよういく う けん り けんぽう あた

です。この場合はみなさんのほうから、国にたいして、教育をしてもらうことを請求でき
ば あい くに きよういく せいきゆう

るのです。これも大事な基本的人権ですが、これを「請求権」というのです。争いごとの
だい じ き ほんてきじんけん せいきゆうけん あらそ

おこったとき、国の裁判所で、公平にさばいてもらうのも、裁判を請求する権利といって、
くに さいばんしよ こうへい さいばん せいきゆう けん り

基本的人権ですが、これも請求権であります。
き ほんてきじんけん せいきゆうけん

それからまた、国民が、国を治めることにいろいろ関係できるのも、大事な基本的人権
こくみん くに おさ かんけい だい じ き ほんてきじんけん

ですが、これを「参政権」といいます。国会の議員や知事や市町村長などを選挙したり、
さんせいけん こつかい ぎ いん ち じ し ちようそんちよう せんきよ

じぶんがそういうものになったり、国や地方の大事なことについて投票したりすること
くに ち ほう だい じ とうひよう

は、みな参政権です。
さんせいけん

みなさん、いままで申しました基本的人権は大事なことですから、もういちど復習いた
もう き ほんてきじんけん だい じ ふくしゆう

しましょう。みなさんは、憲法で基本的人権というりっぱな強い権利を与えられました。
けんぽう き ほんてきじんけん つよ けん り あた

この権利は、３つに分かれます。第１は自由権です。第２は請求権です。第３は参政権で
けん り みつ わ だいいち じ ゆうけん だい に せいきゆうけん だいさん さんせいけん

す。

こんなりっぱな権利を与えられましたからには、みなさんは、じぶんでしっかりとこれ
けん り あた

を守って、失わないようにしてゆかなければなりません［不断の努力］。しかしまた、む
まも うしな ふ だん ど りよく

やみにこれをふりまわして、ほかの人に迷惑をかけてはいけません［公共の福祉］。ほかの
ひと めいわく こうきよう ふく し

人も、みなさんと同じ権利をもっていることを、わすれてはなりません。国ぜんたいの幸福
ひと おな けん り くに こうふく

になるよう、この大事な基本的人権を守ってゆく責任があると、憲法に書いてあります。
だい じ き ほんてきじんけん まも せきにん けんぽう か

【基本的人権の種類】
き ほんてきじんけん しゆるい

○平等権（等しく生きるための権利・第１４条第１項）
びようどうけん ひと い けん り

○自由権（自由に生きるための権利）
じ ゆうけん じ ゆう い けん り

・身 体 の 自 由：奴隷的拘束及び苦役からの自由（憲法第１８条）、
しん たい じ ゆう ど れい こうそくおよ く えき じ ゆう

法定の手続の保障（第３１条）、逮捕の要件（第３３条）、
ほうてい て つづき ほ しよう たい ほ ようけん

抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障（第３４条）、
よくりゅう こうきん ようけん ふ ほうこうきん たい ほ しよう

住居の不可侵、捜索・押収に対する保障（第３５条）、
じゅうきょ ふ か しん そうさく おうしゆう たい ほ しよう

拷問及び残虐刑の禁止（第３６条）、刑事被告人の権利（第３７条）、
ごうもん ざんぎゃくけい きん し けい じ ひ こくにん けん り

自己に不利益な供 述の強要禁止、自白の証拠能力（第３８条）、
じ こ ふ り えき きょうじゅつ きようようきん し じ はく しょう こ のうりょく

遡及処罰の禁止、二重刑罰の禁止（第３９条）
そ きゅうしょばつ きん し に じゆうけいばつ きん し

・精 神 の 自 由：思想及び良心の自由（第１９条）、 信教の自由（第２０条）、
せい しん じ ゆう し そう りょうしん じ ゆう しんきょう じ ゆう

表現の自由（第２１条）、学問の自由（第２３条）
ひょうげん じ ゆう がくもん じ ゆう

・経済活動の自由：居住・移転及び職 業選択の自由（第２２条）、
けいざいかつどう じ ゆう きょじゅう い てんおよ しょくぎょうせんたく じ ゆう

財産権の保障（第２９条）
ざいさんけん ほ しよう



- 12 -

○社会権（人間として生きるための権利）
にんげん い けん り

生存権（第２５条）、教 育を受ける権利（第２６条）、勤労の権利（第２７条）
せいぞんけん きょういく う け ん り きんろう け ん り

労働基本権［労働三権］（第２８条）
ろうどう き ほんけん ろうどうさんけん

・団結権：労働者が団結して労働組合をつくる権利
だんけつけん ろうどうしや だんけつ ろうどうくみあい けん り

・団体交渉権：組合が賃金その他の労働条件の改善を求めて交渉する権利
だんたいこうしようけん くみあい ちんぎん た ろうどうじようけん かいぜん もと こうしよう けん り

・団体行動権：要求が通らない時にはストライキなどの団体行動を行う権利
だんたいこうどうけん ようきゆう とお とき だんたいこうどう おこな けん り

○人権を守るための権利

・参政権（政治に参加する権利）：選挙権（第１５条第３項）、被選挙権（第４４条）、
さんせいけん せい じ さん か けん り せんきよけん ひ せんきよけん

憲法改正の国民投票権（第９６条第１項）、
けんぽうかいせい こくみんとうひようけん

最高裁判所裁判官の国民審査権（第７９条第１項）、
さいこうさいばんしよさいばんかん こくみんしん さ けん

請願権（第１６条）、特別法の住民投票権（第９５条）
せいがんけん とくべつほう じゅうみんとうひょうけん

・請求権：裁判を受ける権利（第３２条）、国家賠償請求権（第１７条）、
さいばん う け ん り こっかばいしょうせいきゅうけん

刑事補償請求権（第４０条）
けいじほしょうせいきゅうけん

○新しい人権
あたら じんけん

憲法に未規定の人権。憲法の定める個別の権利保障規定に明示されてはいないが、憲
けんぽう み き てい じんけん けんぽう さだ こ べつ けん り ほ しよう き てい めい じ けん

法上の人権として保障されるべきであると主張される権利。
ぽうじよう じんけん ほ しよう しゆちよう けん り

・環境権（良好な環境を求める権利）
かんきようけん りようこう かんきよう もと けん り

・知る権利（国や地方公共団体がもっている情報の公開を求める権利）
し けん り くに ち ほうこうきようだんたい じようほう こうかい もと けん り

・プライバシーの権利（個人の私的な生活や情報を他人の干渉から守る権利）
けん り こ じん し てき せいかつ じようほう た にん かんしよう まも けん り

・自己決定権（末期患者の治療拒否や尊厳死・安楽死に関する自己決定などを認める権
じ こ けつていけん まつ き かんじや ち りようきよ ひ そんげん し あんらく し かん じ こ けつてい みと けん

利）
り

八 国会
こ つ か い

民主主義は、国民が、みんなでみんなのために国を治めてゆくことです。しかし、国民
みんしゆしゆ ぎ こくみん くに おさ こくみん

の数はたいへん多いのですから、だれかが、国民ぜんたいに代わって国の仕事をするより
かず おお こくみん か くに し ごと

ほかはありません。この国民に代わるものが「国会」です。まえにも申しましたように、国民
こくみん か こつかい もう こくみん

は国を治めてゆく力、すなわち主権をもっているのです。この主権をもっている国民に代
くに おさ ちから しゆけん しゆけん こくみん か

わるものが国会ですから、国会は国でいちばん高い位にあるもので、これを「最高機関」
こつかい こつかい くに たか くらい さいこう き かん

といいます。「機関」というのは、ちょうど人間に手足があるように、国の仕事をいろいろ分
き かん にんげん て あし くに し ごと わ

けてする役目のあるものという意味です。国には、いろいろなはたらきをする機関があり
やく め い み くに き かん

ます。あとでのべる内閣も、裁判所も、みな国の機関です。しかし国会は、その中でいち
ないかく さいばんしよ くに き かん こつかい なか

ばん高い位にあるのです。それは国民ぜんたいを代表しているからです。
たか くらい こくみん だいひよう

国の仕事はたいへん多いのですが、これを分けてみると、だいたい３つに分かれるので
くに し ごと おお わ みつ わ

す。その第１は、国のいろいろの規則をこしらえる仕事で、これを「立法」というのです。第２
だいいち くに き そく し ごと りつぽう だい に

は、争いごとをさばいたり、罪があるかないかをきめる仕事で、これを「司法」というの
あらそ つみ し ごと し ほう

です。ふつうに裁判といっているのはこれです。第３は、この「立法」と「司法」とをの
さいばん だいさん りつぽう し ほう
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ぞいたいろいろの仕事で、これをひとまとめにして「行政」といいます。国会は、この３
し ごと ぎようせい こつかい みつ

つのうち、どれをするかといえば、立法をうけもっている機関であります。司法は、裁判所
りつぽう き かん し ほう さいばんしよ

がうけもっています。行政は、内閣と、その下にある、たくさんの役所［各省 庁］がう
ぎようせい ないかく した やくしよ かくしようちよう

けもっています。

国会は、立法という仕事をうけもっていますから、国の規則はみな国会がこしらえるの
こつかい りつぽう し ごと くに き そく こつかい

です。国会のこしらえる国の規則を「法律」といいます。みなさんは、法律ということば
こつかい くに き そく ほうりつ ほうりつ

をよくきくことがあるでしょう。しかし、国会で法律をこしらえるのには、いろいろ手つ
こつかい ほうりつ て

づきがいりますから、あまりこまごました規則までこしらえることはできません。そこで
き そく

憲法は、ある場合には、国会でないほかの機関、たとえば内閣が、国の規則をこしらえる
けんぽう ば あい こつかい き かん ないかく くに き そく

ことをゆるしています。これを「命令」といいます。
めいれい

しかし、国の規則は、なるべく国会でこしらえるのがよいのです。なぜならば、国会は、
くに き そく こつかい こつかい

国民がえらんだ議員のあつまりで、国民の意見がいちばんよくわかっているからです。そ
こくみん ぎ いん こくみん い けん

こで、あたらしい憲法は、国の規則は、ただ国会だけがこしらえるということにしました。
けんぽう くに き そく こつかい

これを、国会は「唯一の立法機関である」というのです。「唯一」とは、ただ一つで、ほか
こつかい ゆいいつ りつぽう き かん ゆいいつ ひと

にはないということです。立法機関とは、国の規則をこしらえる役目のある機関というこ
りつぽう き かん くに き そく やく め き かん

とです。そうして、国会以外のほかの機関が、国の規則をこしらえてもよい場合は、憲法
こつかい い がい き かん くに き そく ば あい けんぽう

で、１つ１つきめているのです。また、国会のこしらえた国の規則、すなわち法律の中で、
ひと ひと こつかい くに き そく ほうりつ なか

これこれのことは命令できめてもよろしいとゆるすこともあります。国民のえらんだ代
めいれい こくみん だい

表者が、国会で国民を治める規則をこしらえる、これが民主主義のたてまえであります。
ひようしや こつかい こくみん おさ き そく みんしゆしゆ ぎ

しかし国会には、国の規則をこしらえることのほかに、もう１つ大事な役目があります。
こつかい くに き そく ひと だい じ やく め

それは、内閣や、その下にある、国のいろいろな役所［各省 庁］の仕事のやりかたを、監督
ないかく した くに やくしよ かくしようちよう し ごと かんとく

することです。これらの役所の仕事は、まえに申しました「行政」というはたらきですか
やくしよ し ごと もう ぎようせい

ら、国会は、行政を監督して、まちがいのないようにする役目をしているのです。これで、
こつかい ぎようせい かんとく やく め

国民の代表者が国の仕事を見はっていることになるのです。これも民主主義の国の治めか
こくみん だいひようしや くに し ごと み みんしゆしゆ ぎ くに おさ

たであります。

【社会生活と法】
しやかいせいかつ ほう

＊法治主義
ほう ち しゆ ぎ

国家のすべてのはたらきは、法にしたがって行
こつ か ほう おこな

われなければならないという原則。
げんそく

＊法：国によって守ることを強制するきまり
ほう くに まも きようせい

＊法令：公的なおきて。成文化した国内法。
ほうれい こうてき せいぶん か こくないほう

一般的には法律（国会が制定する法規範）
いつぱんてき ほうりつ こつかい せいてい ほう き はん

と命令（国の行政機関が制定する法規
めいれい くに ぎようせい き かん せいてい ほう き

範）の総称である。場合によっては、
はん そうしよう ば あい

地方公共団体の条例、規則を含めて用
ち ほうこうきようだんたい じようれい き そく ふく もち

いられることもある。

憲法

法律

政令・施行令

省令・施行規則

告示

通知
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＊憲法：基本法（１番上位の法）
けんぽう き ほんほう いちばんじよう い ほう

＊憲法と法律の関係
けんぽう ほうりつ かんけい

○憲法は、国民が国家を縛る（コントロールする）もの。
けんぽう こくみん こつ か しば

○法律は、国家が国民を縛る（コントロールする）もの。
ほうりつ こつ か こくみん しば

＊立憲主義：憲法にもとづいて政治を行うこと。
りつけんしゆ ぎ

憲法を無視した政治が行われると、国民の権利が制限される危険性があるの

で、立憲主義は、国民の権利を守る上でも非常に大切な考え方である。

＊法律：国会で制定された法
ほうりつ こつかい せいてい ほう

＊命令：国会以外の国家機関が制定する法。政令、府令、省令など
めいれい こつかい い がい こつ か き かん せいてい ほう せいれい ふ れい しようれい

＊条例：地方公共団体（市町村・都道府県）の議会で制定された法。
じようれい ち ほうこうきようだんたい し ちようそん と どう ふ けん ぎ かい せいてい ほう

＊「上位の法は下位の法に優先する」
じよう い ほう か い ほう ゆうせん

上位の法ほど強い効力を持ち、下位の法が上位の法に反するときは無効となる。
じよう い ほう つよ こうりよく も か い ほう じよう い ほう はん む こう

＊前法と後法（後法上位の原則）
ぜんほう あとほう あとほうじよう い げんそく

前法（従前からある法令）と後法（新しく制定された法令）がある場合は、後法が優先
ぜんほう じゆうぜん ほうれい あとほう あたら せいてい ほうれい ば あい あとほう ゆうせん

される。

＊一般法と特別法（特別法優先の原則）
いつぱんほう とくべつほう とくべつほうゆうせん げんそく

特別法（特定の範囲にのみ適用される法令）が存在する場合には、一般法（広い範囲に適用
とくべつほう とくてい はん い てきよう ほうれい そんざい ば あい いつぱんほう ひろ はん い てきよう

される法令）よりも特別法が優先される。
ほうれい とくべつほう ゆうせん

日本の国会は「衆議院」と「参議院」との２つからできています。その１つ１つを「議院」
に ほん こつかい しゆう ぎ いん さん ぎ いん ふた ひと ひと ぎ いん

といいます。このように、国会が２つの議院からできているものを「二院制度」というの
こつかい ふた ぎ いん に いんせい ど

です。国によっては、１つの議院しかないものもあり、これを「一院制度」というのです。
くに ひと ぎ いん いちいんせい ど

しかし、多くの国の国会は、２つの議院からできています。国の仕事はこの２つの議院が
おお くに こつかい ふた ぎ いん くに し ごと ふた ぎ いん

いっしょにきめるのです。

なぜ２つの議院がいるのでしょう。みなさんは、野球や、そのほかのスポーツでいう「バ
ふた ぎ いん や きゆう

ック・アップ」ということをごぞんじですか。一人の選手が球を取りあつかっているとき、
ひと り せんしゆ たま と

もう一人の選手が、うしろにまわって、まちがいのないように守ることを「バック・アッ
ひと り せんしゆ まも

プ」といいます。国会は、国の大事な仕事をするのですから、衆議院だけでは、まちがい
くに だい じ し ごと しゆう ぎ いん

が起るといけないから、参議院が「バック・アップ」するはたらきをするのです。ただし、
おこ さん ぎ いん

スポーツのほうでは、選手がおたがいに「バック・アップ」しますけれども、国会では、
せんしゆ こつかい

おもなはたらきをするのは衆議院であって、参議院は、ただ衆議院を「バック・アップ」
しゆう ぎ いん さん ぎ いん しゆう ぎ いん

するだけのはたらきをするのです。したがって、衆議院のほうが、参議院よりも、強い力
しゆう ぎ いん さん ぎ いん つよ ちから

を与えられているのです（衆議院の優越）。この強い力をもった衆議院を「第一院」とい
あた しゆう ぎ いん ゆうえつ つよ ちから しゆう ぎ いん だいいちいん

い、参議院を「第二院」といいます。なぜ衆議院のほうに強い力があるのでしょう。その
さん ぎ いん だい に いん しゆう ぎ いん つよ ちから

わけは次のとおりです。
つぎ
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衆議院の選挙は、４年ごとに行われます。衆議院の議員は、４年間つとめるわけです。
しゆう ぎ いん せんきよ よんねん おこな しゆう ぎ いん ぎ いん よんねんかん

しかし、衆議院の考えが国民の考えを正しくあらわしていないと内閣が考えたときなど
しゆう ぎ いん かんが こくみん かんが ただ ないかく かんが

には、内閣は、国民の意見を知るために、いつでも天皇陛下に申しあげて、衆議院の選挙
ないかく こくみん い けん し てんのうへい か もう しゆう ぎ いん せんきよ

のやりなおしをしていただくことができます。これを衆議院の「解散」というのです。そ
しゆう ぎ いん かいさん

うして、この解散のあとの選挙で、国民がどういう人をじぶんの代表にえらぶかというこ
かいさん せんきよ こくみん ひと だいひよう

とによって、国民のあたらしい意見が、あたらしい衆議院にあらわれてくるのです。
こくみん い けん しゆう ぎ いん

参議院のほうは、議員が６年間つとめることになっており、３年ごとに半分ずつ選挙を
さん ぎ いん ぎ いん ろくねんかん さんねん はんぶん せんきよ

して交代しますけれども、衆議院のように解散ということがありません。そうしてみると、
こうたい しゆう ぎ いん かいさん

衆議院のほうが、参議院よりも、その時、その時の国民の意見を、よくうつしているとい
しゆう ぎ いん さん ぎ いん とき とき こくみん い けん

わなければなりません。そこで衆議院のほうに、参議院よりも強い力が与えられているの
しゆう ぎ いん さん ぎ いん つよ ちから あた

です。どういうふうに衆議院の方が強い力をもっているかということは、憲法できめられ
しゆう ぎ いん ほう つよ ちから けんぽう

ていますが、ひと口でいうと、衆議院と参議院との意見がちがったときには、衆議院のほ
くち しゆう ぎ いん さん ぎ いん い けん しゆう ぎ いん

うの意見がとおるようになっているということです［衆議院の優越］。
い けん しゆう ぎ いん ゆうえつ

しかし衆議院も参議院も、ともに国民ぜんたいの代表者ですから、その議員は、みな
しゆう ぎ いん さん ぎ いん こくみん だいひようしや ぎ いん

国民が国民の中からえらぶのです。衆議院のほうは、議員が４６６人［現在は４６５人］、
こくみん こくみん なか しゆう ぎ いん ぎ いん にん げんざい にん

参議院のほうは２５０人［現在は２４８人］あります。この議員をえらぶために、国を
さん ぎ いん にん げんざい にん ぎ いん くに

「選挙区」というものに分けて、この選挙区に人口にしたがって議員の数をわりあてます。
せんきよ く わ せんきよ く じんこう ぎ いん かず

したがって選挙は、この選挙区ごとに、わりあてられた数だけの議員をえらんで出すこと
せんきよ せんきよ く かず ぎ いん だ

になります。

【現行の選挙制度（公職選挙法）】
げんこう せんきよせい ど こうしよくせんきよほう

１．衆議院議員総選挙
しゆう ぎ いん ぎ いんそうせんきよ

総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙
そうせんきよ しゆう ぎ いん ぎ いん ぜんいん えら おこな せんきよ しようせんきよ く せんきよ

と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了（４年）
ひ れいだいひようせんきよ おな とうひよう び おこな そうせんきよ しゆう ぎ いん ぎ いん にん き まんりよう よ ねん

によるものと、衆議院の解散によって行われるものの２つに分けられます。
しゆう ぎ いん かいさん おこな ふた わ

衆議院議員の定数は４６５人で、うち２８９人が小選挙区選出議員、１７６人が比
しゆう ぎ いん ぎ いん ていすう にん にん しようせんきよ く せんしゆつ ぎ いん ひ

例代表選出議員です。
れいだいひようせんしゆつ ぎ いん

２．参議院議員通常選挙
さん ぎ いん ぎ いんつうじようせんきよ

参議院議員の半数を選ぶための選挙です。
さん ぎ いん ぎ いん はんすう えら せんきよ

参議院に解散はありませんから、常に任期満了（６年）によるものだけです。ただし、
さん ぎ いん かいさん つね にん き まんりよう ろくねん

参議院議員は３年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、３年に１回、
さん ぎ いん ぎ いん さんねん はんすう い か けんぽう さだ さんねん いつかい

定数の半分を選ぶことになるのです。
ていすう はんぶん えら

参議院議員の定数は２４８人で、うち１００人が比例代表選出議員、１４８人が選挙
さん ぎ いん ぎ いん ていすう にん にん ひ れいだいひようせんしゆつ ぎ いん にん せんきよ

区選出議員です。
く せんしゆつ ぎ いん
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【選挙制度の解説】
せんきよせい ど かいせつ

＊小選挙区比例代表並立制：小選挙区制と比例代表制を組み合わせた選挙制度。
しようせんきよ く ひ れいだいひようへいりつせい しようせんきよ く せい ひ れいだいひようせい せんきよせい ど

衆議院。
しゆう ぎ いん

＊小選挙区制：１選挙区から１名の議員を選ぶ制度。
しようせんきよ く せい いちせんきよ く いちめい ぎ いん えら せい ど

＊大選挙区制：１選挙区から２名以上の議員を選ぶ制度。
だいせんきよ く せい いちせんきよ く に めい い じよう ぎ いん えら せい ど

＊比例代表制：各政党の総得票数に応じて議席を配分する制度。
ひ れいだいひようせい かくせいとう そうとくひようすう おう ぎ せき はいぶん せい ど

＊選挙区選出議員選挙：全国を４５区（都道府県ごと［鳥取県・島根県、徳島県・高知県
せんきよ く せんしゆつ ぎ いんせんきよ ぜんこく く と どう ふ けん とつとりけん しま ね けん とくしまけん こう ち けん

はそれぞれ２県の区域が選挙区］）に分けて選挙区を定めたもの
けん く いき せんきよ く わ せんきよ く さだ

で、１選挙区から２～１２名の議員を選ぶ選挙制度（平成27年
せんきよ く ぎ いん えら せんきよせい ど

11月5日～）。参議院。
さん ぎ いん

＊比例代表選出議員選挙：全国を１つの選挙区として各政党に投票し、各政党は得票
ひ れいだいひようせんしゆつ ぎ いんせんきよ ぜんこく ひと せんきよ く かくせいとう とうひよう かくせいとう とくひよう

率に応じて議席を獲得する選挙制度。参議院。
りつ おう ぎ せき かくとく せんきよせい ど さん ぎ いん

議員を選挙するには、選挙の日に投票所へ行き、投
ぎ いん せんきよ せんきよ ひ とうひようしよ い とう

票用紙を受け取り、じぶんのよいと思う人の名前を書
ひようよう し う と おも ひと な まえ か

きます。それから、その紙を折り、かぎのかかった投
かみ お とう

票箱へ入れるのです。この投票は、ひじょうに大事
ひようばこ い とうひよう だい じ

な権利です。選挙する人は、みなじぶんの考えでだれ
けん り せんきよ ひと かんが

に投票するかをきめなければなりません。けっして、
とうひよう

品物や利益になる約束で説き伏せられてはなりません。
しなもの り えき やくそく と ふ

この投票は、秘密投票［秘密選挙］といって、だれ
とうひよう ひ みつとうひよう ひ みつせんきよ

をえらんだかをいう義務もなく、ある人をえらんだ理由
ぎ む ひと り ゆう

を問われても答える必要はありません。
と こた ひつよう

さて日本国民は、２０歳［現在は１８歳＜平成28年
に ほんこくみん は た ち げんざい じゆうはつさい

６月19日以後＞］以上の人は、だれでも国会議員や知
い じよう ひと こつかい ぎ いん ち

事市長などを選挙することができます。これを「選挙
じ し ちよう せんきよ せんきよ

権」というのです。わが国では、ながいあいだ、男だけがこの選挙権をもっていました。
けん くに おとこ せんきよけん

また、財産をもっていて税金をおさめる人だけが、選挙権をもっていたこともありました
ざいさん ぜいきん ひと せんきよけん

［制限選挙］。いまは、民主主義のやりかたで国を治めてゆくのですから、２０歳［現在は
せいげんせんきよ みんしゆしゆ ぎ くに おさ は た ち げんざい

１８歳］以上の人は、男も女もみんな選挙権をもっています。このように、国民がみな
じゆうはつさい い じよう ひと おとこ おんな せんきよけん こくみん

選挙権をもつことを、「普通選挙」といいます。こんどの憲法は、この普通選挙を、国民の大事
せんきよけん ふ つうせんきよ ほう ふ つうせんきよ こくみん だい じ

な基本的人権としてみとめているのです。しかし、いくら普通選挙といっても、こども［１
き ほんてきじんけん ふ つうせんきよ

８歳未満］や気がくるった人［以下の【権利を失う条件】に該当する人］まで選挙権をも
さい み まん き ひと けん り うしな じようけん がいとう ひと せんきよけん

つというわけではありませんが、とにかく男女人種の区別もなく、宗 教や財産の上の区別
だんじよじんしゆ く べつ しゆうきよう ざいさん うえ く べつ

もなく、みんながひとしく選挙権をもっているのです（日本国民で満１８歳以上であるこ
せんきよけん に ほんこくみん まんじゆうはつさい い じよう

と）。
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【権利を失う条件】
けん り うしな じようけん

１．禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
きん こ い じよう けい しよ しつこう お もの

２．禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
きん こ い じよう けい しよ しつこう う もの

（刑の執行猶予中の者を除く）
けい しつこうゆう よ ちゆう もの のぞ

３．公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後５年間（被選挙権
こうしよく あいだ おか しゆうわいざい けい しよ じつけい き かんけい か ご ご ねんかん ひ せんきよけん

は１０年間）を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
じ ゆ うねんかん けい か もの けい しつこうゆう よ ちゆう もの

４．選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
せんきよ かん はんざい きん こ い じよう けい しよ けい しつこうゆう よ ちゆう もの

公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されてい
こうしよくせんきよほうとう さだ せんきよ かん はんざい せんきよけん ひ せんきよけん てい し

る者
もの

５．政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
せい じ し きん き せいほう さだ はんざい せんきよけん ひ せんきよけん てい し もの

【選挙の四大原則】
せんきよ よんだいげんそく

・普通選挙（第１５条第３項）
ふ つうせんきよ

財産（納税額）や性別の制限がない選挙制度。
ざいさん のうぜいがく せいべつ せいげん せんきよせい ど

一定の年齢（満１８歳以上）に達したすべての男女に選挙権が与えられて行われる選
いつてい ねんれい まん さい い じよう たつ だんじよ せんきよけん あた おこな せん

挙。
きよ

・平等選挙（第１４条第１項、第４４条）
びようどうせんきよ

平等に１人１ 票で扱う選挙制度。
びようどう ひとりいちぴよう あつか せんきよせい ど

・直接選挙（第９３条第２項）
ちよくせつせんきよ

選挙権を持っている人の直接投票によって、当選者が決まる選挙制度。
せんきよけん も ひと ちよくせつとうひよう とうせんしや き せんきよせい ど

・秘密選挙（第１５条第４項）
ひ みつせんきよ

誰が誰に投票したか分からない方法で行う選挙制度。無記名投票のこと。
だれ だれ とうひよう わ ほうほう おこな せんきよせい ど む き めいとうひよう

・自由選挙（第２１条第１項）
じ ゆうせんきよ

選挙人の自由な意思によって行う投票、政党結成の自由、選挙運動の自由などをいう。
せんきよにん じ ゆう い し おこな とうひよう せいとうけつせい じ ゆう せんきようんどう じ ゆう

また日本国民は、だれでも国会の議員などになることができます。男も女もみな議員に
に ほんこくみん こつかい ぎ いん おとこ おんな ぎ いん

なれるのです。これを「被選挙権」といいます。しかし、年齢が、選挙権のときと少しち
ひ せんきよけん ねんれい せんきよけん すこ

がいます。衆議院議員になるには、２ ５歳以上、参議院議員になるには、３ ０歳以上
しゆう ぎ いん ぎ いん にじゆうごさい い じよう さん ぎ いん ぎ いん さんじゆうさい い じよう

でなければなりません。この被選挙権の場合も、選挙権と同じように、だれが考えてもい
ひ せんきよけん ば あい せんきよけん おな かんが

けないと思われる者には、被選挙権がありません［被選挙権を失う条件は、選挙権と同様
おも もの ひ せんきよけん ひ せんきよけん うしな じようけん せんきよけん どうよう

【権利を失う条件】参照］。国会議員になろうとする人は、じぶんでとどけでて、「候補者」
けん り うしな じようけん さんしよう こつかい ぎ いん ひと こう ほ しや

というものになるのです。また、じぶんがよいと思うほかの人を、「候補者」としてとどけ
おも ひと こう ほ しや

でることもあります。これを候補者を「推薦する」といいます。
こう ほ しや すいせん

この候補者をとどけでるのは、選挙の日のまえにしめきってしまいます。投票をする人
こう ほ しや せんきよ ひ とうひよう ひと

は、この候補者の中から、じぶんのよいと思う人をえらばなければなりません。ほかの人
こう ほ しや なか おも ひと ひと

の名前を書いてはいけません。そうして、投票の数の多い候補者から、議員になれるので
な まえ か とうひよう かず おお こう ほ しや ぎ いん

す。それを「当選する」といいます。
とうせん
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みなさん、民主主義は、国民ぜんたいで国を治めてゆくことです。そうして国会は、国民
みんしゆしゆ ぎ こくみん くに おさ こつかい こくみん

ぜんたいの代表者です。それで、国会議員を選挙することは、国民の大事な権利で、また
だいひようしや こつかい ぎ いん せんきよ こくみん だい じ けん り

大事なつとめです。国民はぜひ選挙にでてゆかなければなりません。選挙にゆかないのは、
だい じ こくみん せんきよ せんきよ

この大事な権利をすててしまうことであり、また大事なつとめをおこたることです。選挙
だい じ けん り だい じ せんきよ

にゆかないことを、ふつう「棄権」といいます。これは、権利をすてるという意味です。国民
き けん けん り い み こくみん

は棄権してはなりません。みなさんも、いまにこの権利をもつことになりますから、選挙
き けん けん り せんきよ

のことは、とくにくわしく書いておいたのです。
か

国会は、このようにして、国民がえらんだ議員があつまって、国のことをきめるところ
こつかい こくみん ぎ いん くに

ですが、ほかの役所とちがって、国会で、議員が、国の仕事をしているありさまを、国民
やくしよ こつかい ぎ いん くに し ごと こくみん

が知ることができるのです。国民はいつでも、国会へ行って、これを見たりきいたりする
し こくみん こつかい い み

ことができるのです。また、新聞やラジオ［現在ならテレビ、インターネット］にも国会
しんぶん げんざい こつかい

のことがでます。

つまり、国会での仕事は、国民の目の前で行われるのです。憲法は、国会はいつでも、国民
こつかい し ごと こくみん め まえ おこな けんぽう こつかい こくみん

に知れるようにして、仕事をしなければならないときめているのです。これはたいへん大事
し し ごと だい じ

なことです。もし、まれな場合ですが秘密に会議を開こうとするときは、むずかしい手つ
ば あい ひ みつ かい ぎ ひら て

づきがいります。

これで、どういうふうに国が治められてゆくのか、どんなことが国でおこっているのか、
くに おさ くに

国民のえらんだ議員が、どんな意見を国会でのべているかというようなことが、みんな国民
こくみん ぎ いん い けん こつかい こくみん

にわかるのです。

国の仕事の正しい明かるいやりかたは、ここからうまれてくるのです。国会がなくなれ
くに し ごと ただ あ こつかい

ば、国の中がくらくなるのです。民主主義は明かるいやりかたです。国会は、民主主義に
くに なか みんしゆしゆ ぎ あ こつかい みんしゆしゆ ぎ

はなくてはならないものです。

日本の国会は、年中開かれているものではありません。しかし、毎年１回はかならず開
に ほん こつかい ねんじゆうひら まいとしいちかい ひら

くことになっています。これを「常会［通常国会］」といいます。常会は１５０日間とき
じようかい つうじようこつかい じようかい にちかん

まっています。これを国会の「会期」といいます。このほかに、必要のあるときは、臨時
こつかい かい き ひつよう りん じ

に国会を開きます。これを「臨時会［臨時国会］」といいます。また、衆議院が解散された
こつかい ひら りん じ かい りん じ こつかい しゆう ぎ いん かいさん

ときは、解散の日から４０日以内に、選挙を行い、その選挙の日から２０日以内に、あた
かいさん ひ にち い ない せんきよ ひ は つ か い ない

らしい国会が開かれます。これを「特別会［特別国会］」といいます。臨時会と特別会の会期
こつかい ひら とくべつかい とくべつこつかい りん じ かい とくべつかい かい き

は、国会がじぶんできめます。また国会の会期は、必要のあるときは、延ばすことができ
こつかい こつかい かい き ひつよう の

ます。それも国会がじぶんできめるのです。国会を開くには、国会議員をよび集めなけれ
こつかい こつかい ひら こつかい ぎ いん あつ

ばなりません。これを、国会を「召 集する」といって、天皇陛下がなさるのです。召 集
こつかい しようしゆう てんのうへい か しようしゆう

された国会は、じぶんで開いて仕事をはじめ、会期がおわれば、じぶんで国会を閉じて、国会
こつかい ひら し ごと かい き こつかい と こつかい

は一時休むことになります。
いち じ やす
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みなさん、国会の議事堂をごぞんじですか。あの白いうつくしい建物に、日の光りがさ
こつかい ぎ じ どう しろ たてもの ひ ひか

しているのをごらんなさい。あれは日本国民の力をあらわすところです。主権をもってい
に ほんこくみん ちから しゆけん

る日本国民が国を治めてゆくところです。
に ほんこくみん くに おさ

九 政党
せ い と う

「政党」というのは、国を治めてゆくことについて、同じ意見をもっている人があつま
せいとう くに おさ おな い けん ひと

ってこしらえた団体のことです。みなさんは、社会党、民主党、自由党、国民協同党、共産党
だんたい しやかいとう みんしゆとう じ ゆうとう こくみんきようどうとう きようさんとう

［現在は、自民党、立憲民主党、国民民主党、公明党、日本維新の会、日本共産党、社会民主党、
げんざい じ みんとう りつけんみんしゆとう こくみんみんしゆとう こうめいとう に ほん い しん かい に ほんきようさんとう しやかいみんしゆとう

ＮＨＫから国民を守る党、れいわ新選組＜公職選挙法による基準で、２０２０年１月
えぬえいちけい こくみん まも とう しんせんぐみ こうしよくせんきよほう き じゆん ねん がつ

時点で政党として認められているもの＞］などという名前を、きいているでしょう。これ
じ てん せいとう みと な まえ

らはみな政党です。政党は、国会の議員だけでこしらえているものではありません。政党
せいとう せいとう こつかい ぎ いん せいとう

からでている議員は、政党をこしらえている人の一部だけです。ですから、１つの政党が
ぎ いん せいとう ひと いち ぶ ひと せいとう

あるということは、国の中に、それと同じ意見をもった人が、そうとうおおぜいいるとい
くに なか おな い けん ひと

うことになるのです。

政党には、国を治めてゆくについてのきまっ
せいとう くに おさ

た意見があって、これを国民に知らせています。
い けん こくみん し

国民の意見は、人によってずいぶんちがいます
こくみん い けん ひと

が、大きく分けてみると、この政党の意見のど
おお わ せいとう い けん

れかになるのです。つまり政党は、国民ぜんた
せいとう こくみん

いが、国を治めてゆくについてもっている意見
くに おさ い けん

を、大きく色分けにしたものといってもよいの
おお いろ わ

です。民主主義で国を治めてゆくには、国民ぜ
みんしゆしゆ ぎ くに おさ こくみん

んたいが、みんな意見をはなしあって、きめて
い けん

ゆかなければなりません。政党がおたがいに国
せいとう くに

のことを議論しあうのはこのためです。
ぎ ろん

日本には、この政党というものについて、まちがった考えがありました。それは、政党
に ほん せいとう かんが せいとう

というものは、なんだか、国の中で、じぶんの意見をいいはっているいけないものだとい
くに なか い けん

うような見方です。これはたいへんなまちがいです。民主主義のやりかたは、国の仕事に
み かた みんしゆしゆ ぎ くに し ごと

ついて、国民が、おおいに意見をはなしあってきめなければならないのですから、政党が争
こくみん い けん せいとう あらそ

うのは、けっしてけんかではありません。民主主義でやれば、かならず政党というものが
みんしゆしゆ ぎ せいとう

できるのです。また、政党がいるのです。政党はいくつあってもよいのです。政党の数だ
せいとう せいとう せいとう かず

け、国民の意見が、大きく分かれていると思えばよいのです。ドイツやイタリアでは政党
こくみん い けん おお わ おも せいとう

をむりに１つにまとめてしまい、また日本でも、政党をやめてしまったことがありました。
ひと に ほん せいとう

その結果はどうなりましたか。国民の意見が自由にきかれなくなって、個人の権利がふみ
けつ か こくみん い けん じ ゆう こ じん けん り

にじられ、とうとうおそろしい戦争をはじめるようになったではありませんか。
せんそう
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国会の選挙のあるごとに、政党は、じぶんの団体から議員の候補者を出し、またじぶん
こつかい せんきよ せいとう だんたい ぎ いん こう ほ しや だ

の意見を国民に知らせて、国会でなるべくたくさんの議員をえようとします。衆議院は、
い けん こくみん し こつかい ぎ いん しゆう ぎ いん

参議院よりも大きな力をもっていますから、衆議院でいちばん多く議員を、じぶんの政党
さん ぎ いん おお ちから しゆう ぎ いん おお ぎ いん せいとう

から出すことが必要です。それで衆議院の選挙は、政党にとっていちばん大事なことです。
だ ひつよう しゆう ぎ いん せんきよ せいとう だい じ

国民は、この政党の意見をよくしらべて、じぶんのよいと思う政党の候補者に投票すれば、
こくみん せいとう い けん おも せいとう こう ほ しや とうひよう

じぶんの意見が、政党をとおして国会にとどくことになります。
い けん せいとう こつかい

どの政党にもはいっていない人が、候補者になっていることもあります［無所属］。国民
せいとう ひと こう ほ しや む しよぞく こくみん

は、このような候補者に投票することも、もちろん自由です。しかし政党には、きまった
こう ほ しや とうひよう じ ゆう せいとう

意見があり、それは国民に知らせてあります［マニフェスト（政権公約）］から、政党の候補者
い けん こくみん し せいけんこうやく せいとう こう ほ しや

に投票をしておけば、その人が国会に出たときに、どういう意見をのべ、どういうふうに
とうひよう ひと こつかい で い けん

はたらくかということが、はっきりきまっています。もし政党の候補者でない人に投票し
せいとう こう ほ しや ひと とうひよう

たときは、その人が国会に出たとき、どういうようにはたらいてくれるかが、はっきりわ
ひと こつかい で

からないふべんがあるのです。このようにして、選挙ごとに、衆議院に多くの議員をとっ
せんきよ しゆう ぎ いん おお ぎ いん

た政党の意見で、国の仕事をやってゆくことになります［政党政治］。これは、いいかえれ
せいとう い けん くに し ごと せいとうせい じ

ば、国民ぜんたいの中で、多いほうの意見で、国を治めてゆくことでもあります。
こくみん なか おお い けん くに おさ

みなさん、国民は、政党のことをよく知らなければなりません。じぶんのすきな政党に
こくみん せいとう し せいとう

はいり、またじぶんたちですきな政党をつくるのは、国民の自由で、憲法は、これを「基
せいとう こくみん じ ゆう けんぽう き

本的人権」としてみとめています。だれもこれをさまたげることはできません。
ほんてきじんけん

【マニフェスト（政権公約）】
せいけんこうやく

宣言・声明書の意味だが、現在は、選挙において有権者に政策本位の判断を促すこと
せんげん せいめいしよ い み げんざい せんきよ ゆうけんしや せいさくほん い はんだん うなが

を目的として、政党または首長・議員等の候補者が当選後に実行する政策を 予 め確約
もくてき せいとう しゆちよう ぎ いんなど こう ほ しや とうせん ご じつこう せいさく あらかじ かくやく

（公約）し、それを明確に知らせるための声明（書）の意味で使われることが多い。
こうやく めいかく し せいめい しよ い み つか おお

＊政治：社会における利害の調節や紛争の解決をめざす営みのこと。
せい じ しやかい り がい ちようせつ ふんそう かいけつ いとな

一般には、国家や地方公共団体などの問題解決のこと。
いつぱん こつ か ち ほうこうきようだんたい もんだいかいけつ

＊政党：政治の考え方（主義）や政治の進め方（政策）について同じ意見を持つ人々が、
せいとう せい じ かんが かた しゆ ぎ せい じ すす かた せいさく おな い けん も ひとびと

それらを実現することをめざしてつくる政治団体。
じつげん せい じ だんたい

＊政党政治：選挙によって多数の議席を占めた政党が政権を担当する政治。
せいとうせい じ

＊与党：政権を担当する政党（自由民主党・公明党、令和２年５月１日現在）。
よ とう

＊連立政権（連立内閣）：政党政治で、２つ以上の政党で構成される内閣のこと。
れんりつせいけん れんりつないかく

現在の内閣は連立内閣である。

（自由民主党・公明党、令和２年５月１日現在）

＊野党：それ以外の政党。政権を担当していない政党。
や とう

（立憲民主党、国民民主党、日本維新の会、日本共産党、社会民主党、ＮＨＫ
りつけんみんしゆとう こくみんみんしゆとう に ほん い しん かい に ほんきようさんとう しやかいみんしゆとう えぬえいちけい

から国民を守る党、れいわ新選組等、令和２年５月１日現在）
こくみん まも とう しんせんぐみなど
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十 内閣
な い か く

「内閣」は、国の行政をうけもっている機関であります。行政ということは、まえに申
ないかく くに ぎようせい き かん ぎようせい もう

しましたように、「立法」すなわち国の規則をこしらえることと、「司法」すなわち裁判を
りつぽう くに き そく し ほう さいばん

することをのぞいたあとの、国の仕事をまとめていうのです。国会は、国民の代表になっ
くに し ごと こつかい こくみん だいひよう

て、国を治めてゆく機関ですが、たくさんの議員でできているし、また一年中開いている
くに おさ き かん ぎ いん いちねんじゆうひら

わけにもゆきませんから、日常の仕事やこまごました仕事は、別に役所［各省 庁］をこ
にちじよう し ごと し ごと べつ やくしよ かくしようちよう

しらえて、ここでとりあつかってゆきます。その役所のいちばん上にあるのが内閣です。
やくしよ うえ ないかく

内閣は、内閣総理大臣と国務大臣とからできています。「内閣総理大臣」は内閣の長で、
ないかく ないかくそう り だいじん こく む だいじん ないかくそう り だいじん ないかく おさ

内閣ぜんたいをまとめてゆく、大事な役目をするのです。それで、内閣総理大臣にだれが
ないかく だい じ やく め ないかくそう り だいじん

なるかということは、たいへん大事なことですが、こんどの憲法は、内閣総理大臣は、国会
だい じ けんぽう ないかくそう り だいじん こつかい

の議員の中から、国会がきめて、天皇陛下に申しあげ、天皇陛下がこれをお命じになるこ
ぎ いん なか こつかい てんのうへい か もう てんのうへい か めい

とになっています。国会できめるとき、衆議院と参議院の意見が分かれたときは、けっき
こつかい しゆう ぎ いん さん ぎ いん い けん わ

ょく衆議院の意見どおりにきめることになります。内閣総理大臣を国会できめるというこ
しゆう ぎ いん い けん ないかくそう り だいじん こつかい

とは、衆議院でたくさんの議員をもっている政党の意見で、きまることになりますから、
しゆう ぎ いん ぎ いん せい い けん

内閣総理大臣は、政党からでることになります［連立政権（政党内閣）］。
ないかくそう り だいじん せいとう れんりつせいけん せいとうないかく

また、ほかの国務大臣は、内閣総理大臣が、自分でえらんで国務大臣にします。しかし、
こく む だいじん ないかくそう り だいじん じ ぶん こく む だいじん

国務大臣の数の半分以上は、国会の議員からえらばなければなりません。国務大臣は国の
こく む だいじん かず はんぶん い じよう こつかい ぎ いん こく む だいじん くに

行政をうけもつ役目がありますが、この国務大臣の中から、大蔵省［現在は財務省］、
ぎようせい やく め こく む だいじん なか おおくらしよう げんざい ざい む しよう

文部省［現在は文部科学省］、厚生省［現在は厚生労働省］、商工省［現在は経済産
もん ぶ しよう げんざい もん ぶ か がくしよう こうせいしよう げんざい こうせいろうどうしよう しようこうしよう げんざい けいざいさん

業 省］などの国の役所の長になって、その役所の仕事を分けてうけもつ人がきまります。
ぎようしよう くに やくしよ おさ やくしよ し ごと わ ひと

これを「各省大臣」といいます。つまり国務大臣の中には、この各省大臣になる人と、た
かくしようだいじん こく む だいじん なか かくしようだいじん ひと

だ国の仕事ぜんたいをみてゆく国務大臣とがあるわけです。内閣総理大臣が政党からでる
くに し ごと こく ないかくそう り だいじん せいとう

以上、国務大臣もじぶんと同じ政党の人からとることが、国の仕事をやってゆく上にべん
い じよう こく む だいじん おな せいとう ひ と くに し ごと うえ

りでありますから、国務大臣の大部分が、同じ政党からでることになります。
こく む だいじん だい ぶ ぶん おな せいとう

また、１つの政党だけでは、国会に自分の意見をとおすことができないと思ったときは、
ひと せいとう こつかい じ ぶん い けん おも

意見のちがうほかの政党と組んで内閣［連立内閣］をつくります。このときは、それらの政党
い けん せいとう く ないかく れんりつないかく せいとう

から、みな国務大臣がでて、いっしょに、国の仕事をすることになります。また政党の人
こく む だいじん くに し ごと せいとう ひと

でなくとも、国の仕事に明かるい人を、国務大臣に入れることもあります。しかし、民主主義
くに し ごと あ ひと こく む だいじん い みんしゆしゆ ぎ

のやりかたでは、けっきょく政党が内閣をつくることになり、政党から内閣総理大臣と国
せいとう ないかく せいとう ないかくそう り だいじん こく

務大臣のおおぜいがでることになるので、これを「政党内閣」というのです。
む だいじん せいとうないかく

内閣は、国の行政をうけもち、また、天皇陛下が国の仕事をなさるときには、これに意見
ないかく くに ぎようせい てんのうへい か くに し ごと い けん

を申しあげ、また、御同意を申します［天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要］。そ
もう ご どう い もう てんのう こく じ こう い ないかく じよげん しようにん ひつよう

うしてじぶんのやったことについて、国民を代表する国会にたいして、責任を負うのです。
こくみん だいひよう こつかい せきにん お
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これは、内閣総理大臣も、ほかの国務大臣も、
ないかくそう り だいじん こく む だいじん

みないっしょになって、責任を負うのです。ひ
せきにん お

とりひとりべつべつに責任を負うのではありま
せきにん お

せん。これを「連帯して責任を負う」といいま
れんたい せきにん お

す。

また国会のほうでも、内閣がわるいと思えば、
こつかい ないかく おも

いつでも「もう内閣を信用しない」ときめるこ
ないかく しんよう

とができます。ただこれは、衆議院だけができ
しゆう ぎ いん

ることで、参議院はできません。なぜならば、国民
さん ぎ いん こくみん

のその時々の意見がうつっているのは、衆議院
ときどき い けん しゆう ぎ いん

であり、また、選挙のやり直しをして、内閣が、
せんきよ なお ないかく

国民に、どっちがよいかをきめてもらうことが
こくみん

できるのは、衆議院だけだからです。衆議院
しゆう ぎ いん しゆう ぎ いん

が内閣にたいして、「もう内閣を信用しない」と
ないかく ないかく しんよう

きめることを、「不信任決議」といいます。この
ふ しんにんけつ ぎ

不信任決議がきまったときは、内閣は天皇陛下
ふ しんにんけつ ぎ ないかく てんのうへい か

に申しあげ、１０日以内に衆議院を解散していただき、選挙のやり直しをして、国民にう
もう と お か い ない しゆう ぎ いん かいさん せんきよ なお こくみん

ったえてきめてもらうか、または辞職するかどちらかになります。また「内閣を信用する」
ないかく しんよう

ということ（これを「信任決議」といいます）が、衆議院で反対されて、だめになったと
しんにんけつ ぎ しゆう ぎ いん はんたい

きも同じことです。
おな

このようにこんどの憲法では、内閣は国会とむすびついて、国会の直接の力で動かされ
けんぽう ないかく こつかい こつかい ちよくせつ ちから うご

ることになっており、国会の政党の勢力の変化で、かわってゆくのです。つまり内閣は、
こつかい せいとう せいりよく へん か ないかく

国会の支配の下にあることになりますから、これを「議院内閣制度」とよんでいます。民
こつかい し はい した ぎ いんないかくせい ど みん

主主義と、政党内閣と、議院内閣とは、ふかい関係があるのです。
しゆしゆ ぎ せいとうないかく ぎ いんないかく かんけい

【行政を行う内閣】
ぎようせい おこな ないかく

＊行政：国の政治を行うこと。
ぎようせい くに せい じ おこな

＊内閣：行政の頂点に立って、行政の仕事を全体として責任をもってまとめていく機
ないかく ぎようせい ちようてん た ぎようせい し ごと ぜんたい せきにん き

関。内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織される。
かん ないかくそう り だいじん た こく む だいじん そ しき

＊国務大臣：各省 庁の責任者。国務大臣の人数は省 庁の統廃合の結果、１７人以内
こく む だいじん かくしようちよう せきにんしや こく む だいじん にんずう しようちよう とうはいごう けつ か にん い ない

（統廃合前は２０人）になった。国務大臣は文民であり、国務大臣の過半数は国会議員
とうはいごうまえ にん こく む だいじん ぶんみん こく む だいじん か はんすう こつかい ぎ いん

でなければならない。

＊国の主な行政機関
くに おも ぎようせい き かん

内閣府→国家公安委員会、防衛省…自衛隊を指揮、総務省、法務省→検察庁、外務省
ないかく ふ こつ か こうあん い いんかい ぼうえいしよう じ えいたい し き そう む しよう ほう む しよう けんさつちよう がい む しよう

（外交関係の処理）、財務省、農林水産省→食 糧 庁、水産庁など、経済産業 省、
がいこうかんけい しよ り ざい む しよう のうりんすいさんしよう しよくりようちよう すいさんちよう けいざいさんぎようしよう

環境 省、厚生労働省、文部科学省→スポーツ庁、国土交通省
かんきようしよう こうせいろうどうしよう もん ぶ か がくしよう ちよう こく ど こうつうしよう
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＊公務員：行政を担当する職員。「全体の奉仕者」→国民生活のための仕事をする。
こう む いん ぎようせい たんとう しよくいん ぜんたい ほう し しや こくみんせいかつ し ごと

国家公務員（国の公務員）、地方公務員（地方公共団体の公務員）
こつ か こう む いん くに こう む いん ち ほうこう む いん ち ほうこうきようだんたい こう む いん

【議院内閣制】
ぎ いんないかくせい

＊議院内閣制：内閣は国会の信任に基づいて成立し、国会に対して責任を負うしくみ。
ぎ いんないかくせい ないかく こつかい しんにん もと せいりつ こつかい たい せきにん お

＊内閣不信任決議権
ないかく ふ しんにんけつ ぎ けん

衆議院が、内閣がその責任を十分に果たしていないとして行う決議（衆議院だけが
しゆう ぎ いん ないかく せきにん じゆうぶん は おこな けつ ぎ しゆう ぎ いん

もっている権限）。可決された場合には、内閣は総辞職をするか、１０日以内に衆議院
けんげん か けつ ば あい ないかく そう じ しよく と お か い ない しゆう ぎ いん

を解散しなければならない。衆議院が解散された場合、衆議院の総選挙を行って、国民
かいさん しゆう ぎ いん かいさん ば あい しゆう ぎ いん そうせんきよ おこな こくみん

の意思を問うことになる。国民を代表する衆議院に内閣を信任するかどうかの決定権を
い し と こくみん だいひよう しゆう ぎ いん ないかく しんにん けつていけん

与え、国民のための行政を保つためのもの。
あた こくみん ぎようせい たも

【三権の抑制と均衡】
さんけん よくせい きんこう

＊三権分立（国会・内閣・裁判所）
さんけんぶんりつ こつかい ないかく さいばんしよ

国の権力を立法・行政・司法の三権に分け、それぞれ国会・内閣・裁判所という独立
くに けんりよく りつぽう ぎようせい し ほう さんけん わ こつかい ないかく さいばんしよ どくりつ

した機関が担当し、三権がお互いに抑制し合い、均衡を保つことによって、権力の行き過
き かん たんとう さんけん たが よくせい あ きんこう たも けんりよく い す

ぎを防いでバランスのとれた政治を行おうという考え（国の権力が１つの機関に集 中
ふせ せい じ おこな かんが くに けんりよく ひと き かん しゆうちゆう

するときわめて強大になり、国民の自由をおびやかすことになるので、それを防ごうと
きようだい こくみん じ ゆう ふせ

いう考えに基づく）。
かんが もと

［語群］
ご ぐん

Ａ：衆議院の解散
しゆう ぎ いん かいさん

国会召 集の決定
こつかいしようしゆう けつてい

Ｂ：最高裁判所長官の指名
さいこうさいばんしよちようかん し めい

裁判官の任命
さいばんかん にんめい

Ｃ：裁判官の弾劾裁判
さいばんかん だんがいさいばん

Ｄ：行政処分の違憲・違法審査
ぎようせいしよぶん い けん い ほうしん さ

Ｅ：内閣総理大臣の指名
ないかくそう り だいじん し めい

内閣不信任の決議
ないかく ふ しんにん けつ ぎ

Ｆ：違憲立法の審査
い けんりつぽう しん さ

＊国権の最高機関…国会
こつけん さいこう き かん こつかい

・国民が代表を直接選挙で選出す
こくみん だいひよう ちよくせつせんきよ せんしゆつ

る。

・ほかの機関は、国会が国民を代表
き かん こつかい こくみん だいひよう

して間接的に決める（内閣は国会、
かんせつてき き ないかく こつかい

裁判所は内閣）
さいばんしよ ないかく

立法権
りつぽうけん

国 会
こつ かい

衆 議院・参議院
しゆう ぎ いん さん ぎ いん

選挙
せんきよ

Ｅ Ａ 国民主権 Ｆ Ｃ
こくみんしゆけん

世論 国民審査
よ ろん こくみんしん さ

Ｂ

内 閣 裁判所
ない かく さいばんしよ

Ｄ
行 政権 司法権
ぎようせいけん し ほうけん
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十一 司法
「司法」とは、争いごとをさばいたり、罪があるかないかをきめることです。「裁判」と

し ほう あらそ つみ さいばん

いうのも同じはたらきをさすのです。だれでも、じぶんの生命、自由、財産などを守るた
おな せいめい じ ゆう ざいさん まも

めに、公平な裁判をしてもらうことができます［裁判を受ける権利］。この司法という国の
こうへい さいばん さいばん う けん り し ほう くに

仕事は、国民にとってはたいへん大事なことで、何よりもまず、公平にさばいたり、きめ
し ごと こくみん だい じ なに こうへい

たりすることがたいせつであります。そこで国には、「裁判所」というものがあって、この
くに さいばんしよ

司法という仕事をうけもっているのです。
し ほう し ごと

裁判所は、その仕事をやってゆくについて、ただ憲法と国会のつくった法律とにしたが
さいばんしよ し ごと けんぽう こつかい ほうりつ

って、公平に裁判をしてゆくものであることを、憲法できめております。ほかからは、い
こうへい さいばん けんぽう

っさい口出しをすることはできないのです。また、裁判をする役目をもっている人、すな
くち だ さいばん やく め ひと

わち「裁判官」は、みだりに役目を取りあげられないことになっているのです。これを
さいばんかん やく め と

「司法権の独立」といいます。また、裁判を公平にさせるために、裁判は、だれでも見た
し ほうけん どくりつ さいばん こうへい さいばん み

りきいたりすることができるのです［公開裁判］。これは、国会と同じように、裁判所の仕事
こうかいさいばん こつかい おな さいばんしよ し ごと

が国民の目の前で行われるということです。これも憲法ではっきりときめてあります。
こくみん め まえ おこな けんぽう

こんどの憲法で、ひじょうにかわったことを、１つ申しておきます。それは、裁判所は、
けんぽう ひと もう さいばんしよ

国会でつくった法律が、憲法に合っているかどうかをしらべることができるようになった
こつかい ほうりつ けんぽう あ

ことです。もし法律が、憲法にきめてあることにちがっていると考えたときは、その法律
ほうりつ けんぽう かんが ほうりつ

にしたがわないことができるのです［違憲立法審査権］。だから裁判所は、たいへんおもい
い けんりつぽうしん さ けん さいばんしよ

役目をすることになりました。
やく め

みなさん、私たち国民は、国会を、じぶんの代わりをするものと思って、しんらいする
わたし こくみん こつかい か おも

とともに、裁判所を、じぶんたちの権利や自由を守ってくれるみかたと思って、そんけい
さいばんしよ けん り じ ゆう まも おも

しなければなりません。

【法を守る裁判所】

＊裁判所の種類：最高裁判所
さいばんしよ しゆるい さいこうさいばんしよ

下級裁判所（高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所）
か きゆうさいばんしよ こうとうさいばんしよ ち ほうさいばんしよ か ていさいばんしよ かん い さいばんしよ

＊三審制：裁判の判決に不服があれば、原則として１つの事件について３つの段階まで裁
さんしんせい さいばん はんけつ ふ ふく げんそく ひと じ けん みつ だんかい さい

判を求めることができるしくみ。上告、控訴。
ばん もと じようこく こう そ

＊民事裁判：私人の間の争いについての裁判（個人と個人、個人と会社、会社と会社な
みん じ さいばん し じん あいだ あらそ さいばん こ じん こ じん こ じん かいしや かいしや かいしや

ど）、原告（訴えた人）、被告（訴えられた人）、訴訟代理人
げんこく うつた ひと ひ こく うつた ひと そ しようだい り にん

＊行政訴訟（行政裁判）：行政機関を相手に国民が訴える訴訟（裁判）。
ぎようせい そ しよう ぎようせいさいばん ぎようせい き かん あい て こくみん うつた そ しよう さいばん

民事裁判の一種。
みん じ さいばん いつしゆ

＊刑事裁判：犯罪行為について、有罪・無罪を決定する裁判。
けい じ さいばん はんざいこう い ゆうざい む ざい けつてい さいばん

被疑者（罪を犯した疑いのある者）、被告人、検察官、弁護人
ひ ぎ しや つみ おか うたが もの ひ こくにん けんさつかん べん ご にん



- 25 -

十二 財政
ざ い せ い

みなさんの家に、それぞれくらしの立てかたがあるように、国にもくらしの立てかたが
いえ た くに た

あります。これが国の「財政」です。国を治めてゆくのに、どれほど費用がかかるか、そ
くに ざいせい くに おさ ひ よう

の費用をどうしてととのえるか、ととのえた費用をどういうふうにつかってゆくかという
ひ よう ひ よう

ようなことは、みな国の財政です。国の費用は、国民が出さなければなりません［納税の義
くに ざいせい くに ひ よう こくみん だ のうぜい ぎ

務］し、また、国の財政がうまくゆくかゆかないかは、たいへん大事なことですから、国民
む くに ざいせい だい じ こくみん

は、はっきりこれを知り、またよく監督してゆかなければなりません。
し かんとく

そこで憲法では、国会が、国民に代わって、この監督の役目をすることにしています。
けんぽう こつかい こくみん か かんとく やく め

この監督の方法はいろいろありますが、そのおもなものをいいますと、内閣は、毎年いく
かんとく ほうほう ないかく まいとし

らお金がはいって、それをどういうふうにつかうかという見つもりを、国会に出して、き
かね み こつかい だ

めてもらわなければなりません。それを「予算」といいます。また、つかった費用は、あ
よ さん ひ よう

とで計算して、また国会に出して、しらべてもらわなければなりません。これを「決算」
けいさん こつかい だ けつさん

といいます。国民から税金をとるには、国会に出して、きめてもらわなければなりません。
こくみん ぜいきん こつかい だ

内閣は、国会と国民にたいして、少なくとも毎年１回、国の財政が、どうなっているかを、
ないかく こつかい こくみん すく まいとしいちかい くに ざいせい

知らさなければなりません。このような方法で、国の財政が、国民と国会とで監督されて
ほうほう くに ざいせい こくみん こつかい かんとく

ゆくのです。

また「会計検査院」という役所があって、国の決算を検査しています。
かいけいけん さ いん やくしよ くに けつさん けん さ

十三 地方自治
ち ほ う じ ち

戦争中は、なんでも「国のため」といって、国民のひとりひとりのことが、かるく考え
せんそうちゆう くに こくみん かんが

られていました。しかし、国は国民のあつまりで、国民のひとりひとりがよくならなけれ
くに こくみん こくみん

ば、国はよくなりません。それと同じように、日本の国は、たくさんの地方に分かれてい
くに おな に ほん くに ち ほう わ

ますが、その地方が、それぞれさかえてゆかなければ、国はさかえてゆきません。そのた
ち ほう くに

めには、地方が、それぞれじぶんでじぶんのことを治めてゆくのが、いちばんよいのです。
ち ほう おさ

なぜならば、地方には、その地方のいろいろな事情があり、その地方に住んでいる人（住
ち ほう ち ほう じ じよう ち ほう す ひと じゆう

民）が、いちばんよくこれを知っているからです。じぶんでじぶんのことを自由にやって
みん し じ ゆう

ゆくことを「自治」といいます。それで国の地方ごとに、自治でやらせてゆくことを、
じ ち くに ち ほう じ ち

「地方自治」というのです。
ち ほう じ ち

こんどの憲法では、この地方自治ということをおもくみて、これをはっきりきめていま
けんぽう ち ほう じ ち

す。地方ごとに１つの団体になって、じぶんでじぶんの仕事をやってゆくのです。東京都、
ち ほう ひと だんたい し ごと とうきよう と

北海道、府県、市町村など、みなこの団体です。これを「地方公共団体」といいます。
ほつかいどう ふ けん し ちようそん だんたい ち ほうこうきようだんたい

もし国の仕事のやりかたが、民主主義なら、地方公共団体の仕事のやりかたも、民主主義
くに し ごと みんしゆしゆ ぎ ち ほうこうきようだんたい し ごと みんしゆしゆ ぎ
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でなければなりません。地方公共団体は、国のひ
ち ほうこうきようだんたい くに

ながたといってもよいでしょう。国に国会がある
くに こつかい

ように、地方公共団体にも、その地方に住む人を
ち ほうこうきようだんたい ち ほう す ひと

代表する「議会」がなければなりません。また、
だいひよう ぎ かい

地方公共団体の仕事をする知事や、その他のおも
ち ほうこうきようだんたい し ごと ち じ た

な役目の人も、地方公共団体の議会の議員も、み
やく め ひと ち ほうこうきようだんたい ぎ かい ぎ いん

なその地方に住む人［住民］が、じぶんで選挙す
ち ほう す ひと じゆうみん せんきよ

ることになりました。

このように地方自治が、はっきり憲法でみとめ
ち ほう じ ち けんぽう

られましたので、ある１つの地方公共団体だけの
ひと ち ほうこうきようだんたい

ことをきめた法律［特別法］を、国の国会でつく
ほうりつ とくべつほう くに こつかい

るには、その地方に住む人［住民］の意見をきく
ち ほう す ひと じゆうみん い けん

ために、投票をして、その投票の半分以上の賛成
とうひよう とうひよう はんぶん い じよう さんせい

がなければできないことになりました。

みなさん、国を愛し国につくすように、じぶん
くに あい くに

の住んでいる地方を愛し、じぶんの地方のためにつくしましょう。地方のさかえは、国の
す ち ほう あい ち ほう ち ほう くに

さかえと思ってください。
おも

十四 改正
か い せ い

「改正」とは、憲法をかえることです。憲法は、まえにも申しましたように、国の規則
かいせい けんぽう けんぽう もう くに き そく

の中でいちばん大事なものですから、これをかえる手つづきは、げんじゅうにしておかな
なか だい じ て

ければなりません。

そこでこんどの憲法では、憲法を改正するときは、
けんぽう けんぽう かいせい

国会だけできめずに、国民が、賛成か反対かを投票
こつかい こくみん さんせい はんたい

してきめることにしました。

まず、国会の１つの議院で、ぜんたいの議員の３分
こつかい ひと ぎ いん ぎ いん さんぶん

の２以上の賛成で、憲法をかえることにきめます。
に い じよう さんせい けんぽう

これを、憲法改正の「発議」（各議院の総議員の３分
けんぽうかいせい はつ ぎ かく ぎ いん そう ぎ いん さんぶん

の２以上の賛成）というのです。それからこれを
に い じよう さんせい

国民に示して、賛成か反対かを投票してもらいま
こくみん しめ さんせい はんたい とうひよう

す［国民投票］。そうしてぜんぶの投票の半分以上
こくみんとうひよう とうひよう はんぶん い じよう

が賛成したとき、はじめて憲法の改正を、国民が
さんせい けんぽう かいせい こくみん

承知したことになります。これを国民の「承認」
しよう ち こくみん しようにん

といいます。国民の承認した改正は、天皇陛下が
こくみん しようにん かいせい てんのうへい か
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国民の名で、これを国に発表されます。これを改正の「公布」といいます。あたらしい憲法
こくみん な くに はつぴよう かいせい こう ふ けんぽう

は、国民がつくったもので、国民のものですから、これをかえたときも、国民の名義で発表
こくみん こくみん こくみん めい ぎ はつぴよう

するのです。

十五 最高法規
さ い こ う ほ う き

このおはなしのいちばんはじめに申しましたように、「最高法規」とは、国でいちばん高
もう さいこうほう き くに たか

い位にある規則で、つまり憲法のことです。この最高法規としての憲法には、国の仕事の
くらい き そく けんぽう さいこうほう き けんぽう くに し ごと

やりかたをきめた規則と、国民の基本的人権をきめた規則と、２つあることもおはなしし
き そく こくみん き ほんてきじんけん き そく ふた

ました。この中で、国民の基本的人権は、これまでかるく考えられていましたので、憲法第
なか こくみん き ほんてきじんけん かんが けんぽうだい

９７条は、おごそかなことばで、この基本的人権は、人間がながいあいだ力をつくしてえ
じよう き ほんてきじんけん にんげん ちから

たものであり、これまでいろいろのことにであってきたえあげられたものであるから、こ

れからもけっして侵すことのできない永久の権利であると記しております。
おか えいきゆう けん り しる

憲法は、国の最高法規ですから、この憲法できめられてあることにあわないものは、法律
けんぽう くに さいこうほう き けんぽう ほうりつ

でも、命令でも、なんでも、いっさい規則としての力がありません。これも憲法がはっき
めいれい き そく ちから けんぽう

りきめています。

このように大事な憲法は、天皇陛下もこれをお守りになりますし、国務大臣も、国会の
だい じ けんぽう てんのうへい か まも こく む だいじん こつかい

議員も、裁判官も、みなこれを守ってゆく義務があるのです。また、日本の国がほかの国
ぎ いん さいばんかん まも ぎ む に ほん くに くに

ととりきめた約束（これを「条約」といいます）も、国と国とが交際してゆくについてで
やくそく じようやく くに くに こうさい

きた規則（これを「国際法規」といいます）も、日本の国は、まごころから守ってゆくと
き そく こくさいほう き に ほん くに まも

いうことを、憲法できめました。
けんぽう

みなさん、あたらしい憲法は、日本国民がつくった、日本国民の憲法です。これからさ
けんぽう に ほんこくみん に ほんこくみん けんぽう

き、この憲法を守って、日本の国がさかえるようにしてゆこうではありませんか。
けんぽう まも に ほん くに

おわり

＊原文（旧仮名遣い）をもとに、ふりがな入りの現代仮名遣いに書き直している。ゴシッ

ク体部分や 部分は、重要用語として強調するために加筆した部分である。

＊［ ］内は、補足説明や現在の内容等を加筆した部分である。逆に、 は現代と

しては不適切と思われる部分である。また、【 】以下は、本文を補足するための解

説である。

＊２０２０（令和２年）年５月１日加筆・訂正。


